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浜岡原子力発電所５号機 
低圧タービンの点検状況について（続報） 

 
 
 
浜岡原子力発電所５号機の低圧タービンについて、これまでの点検および工場に

おける試験・解析等による調査結果等についてお知らせいたします。 
 

 

１ タービン開放点検状況

タービンを開放し、羽根が脱落した低圧タービン（Ｂ）のほかに、低圧タービン（Ａ）

および（Ｃ）についても目視点検および非破壊検査を行った結果、低圧タービン（Ｂ）

で羽根が脱落した第１２段については、３基のタービンいずれにおいても、羽根の    

根元取付け部（フォーク）および車軸の羽根取付け部の一部に折損またはひび割れを

確認しました。また、他の段の羽根については、異状は認められませんでした。 
これらのことから、今回の事象は低圧タービン（Ａ）から（Ｃ）に共通した第１２

段の羽根特有の事象と推定しました。 

 

 

２ 試験・解析等による調査結果 
工場における試験・解析等の調査結果は、次のとおりです。 

 

（１）破面観察結果 

損傷した羽根の根元取付け部等の破面について観察した結果、高サイク

ル疲労（※１）特有の模様を確認しました。 



（２）原因調査状況 

高サイクル疲労を発生させた要因として、タービン内の蒸気流の乱れによって発

生するランダム振動 による応力や、タービンに給水加熱器内の蒸気が急速に

逆流して起こるフラッシュバック現象 による振動応力が、第１２段の羽根に

作用し、その結果、根元取付け部が疲労破損した可能性があると推定しました。 

（※２）

（※３）

現在、破面に残された模様と試験運転時等のタービン運転履歴との関連について

確認を行っています。 

 

 

３ 今後の対応 
引き続き、詳細な原因調査を実施するとともに、復旧対策について検討を進めて    

まいります。 

 

 

※１  高サイクル疲労とは、金属材料に一定以上の力が１万～１０万回以上繰り返し加わること

により、き裂が発生・進展し破損に至る現象です。 

 

※２ ランダム振動とは、タービン内の蒸気流の乱れ（大きな逆流や渦流）によって羽根に発生

する不規則な振動で、タービンの無負荷時および低負荷時に発生する現象です｡ 

 

※３ 低圧タービンでは、その蒸気の一部を取り出して、原子炉へ供給する水を加熱しておりま

す。この蒸気を抽気といいます。発電機の負荷遮断やタービンの自動停止が発生すると、タ

ービンに供給される蒸気が急激に減少するため、真空状態の復水器と連結しているタービン

内部の圧力が低下し、抽気がタービンに高速で逆流します。これをフラッシュバック現象と

いいます。 

なお、負荷遮断とは、送電線の故障等により発電を緊急停止することです。 

 

 

添付資料 

１ 浜岡原子力発電所５号機低圧タービン開放点検状況ならびに調査結果について 

２ ランダム振動とフラッシュバック現象の概要 

 

参考資料 

 浜岡５号機の運転履歴と破面観察結果（ビーチマーク）について 

 

以 上  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ タービン開放点検状況 

目視点検・非破壊検査の結果、第１２段の羽根取付け部以外に異状は認められなかったことから、低圧

タービン（Ａ）（Ｂ）（Ｃ）の第１２段の羽根特有の事象と推定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（目視点検および非破壊検査にて羽根のフォークに折損またはひび割れが確認された羽根の本数） 
 

（第１２段の羽根の点検結果） 
 
 
 
 
 
 

（第１２段以外の羽根の点検結果） 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

○ 破面観察結果 

第１２段羽根の根元取付け部（フォーク）等のひび割れ部の破面観察を行った結果、高サイクル

疲労特有の模様（ビーチマーク＊１及びストライエーション状模様＊２）を確認しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 原因調査状況 

高サイクル疲労は、ランダム振動による応力や、フラッシュバック現象の振動応力により発生した

可能性があると推定しています。 
なお、材料、製作、組立、運転・保守などの要因についても確認しましたが、問題となるものはあ

りませんでした。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

浜岡原子力発電所５号機低圧タービン 開放点検状況ならびに調査結果について 
①タービンを開放して目視点検・非破壊検査を行った結果、羽根が脱落した第１２段以外の羽根に異状は認められなかったことから、第１２段の羽根特有の事象と推定しました。 

②損傷した羽根の根元取付け部等の破面について観察した結果、高サイクル疲労特有の模様を確認しました。 

③高サイクル疲労は、無負荷・低負荷時および負荷しゃ断時に発生する振動応力に起因する可能性があると推定しました。 

 

第１２段動翼 

 

羽根が脱落した段 

： 静翼（静止羽根） 
： 動翼（回転羽根） 

低圧タービンの構造 

フォーク 
９

段 
10

段 
12 

段 
14 

段 
８ 

段 
 11 

段 
13 

段 

蒸気 

軸受 

タービンロータ 

発電機側 高圧タービン側 

軸受 

拡大図 
(き裂前縁） 

赤い線：ビーチマーク 

き裂進展方向 

腹側 蒸気出口側

観察位置 
 

ｽﾄﾗｲｴｰｼｮﾝ状模様 

き裂進展方向 

き裂進展方向 

ｽﾄﾗｲｴｰｼｮﾝ状模様 

拡大写真 拡大写真 

添付資料－１ 

低圧タービン（Ａ） 低圧タービン（Ｂ） 低圧タービン（Ｃ） 

高圧タービン側 発電機側 高圧タービン側 発電機側 高圧タービン側 発電機側 

７１／１４０ １１４／１４０ １３２／１４０ １１５／１３９＊ １２１／１４０ １０９／１４０ 

＊低圧タービン（Ｂ）については、脱落した羽根１本を除く。 

低圧タービン（Ｂ）発電機側 

第８段 第９段 第１０段 第１１段 第１３段 第１４段 

０／２１２ ０／１８０ ０／１４０ ０／１１２ ０／１６０ ０／１２２ 

注）  １．表中の数字の分母は点検対象の羽根本数を、分子はそのうち折損またはひび割れが確認された羽根本数を示します。 
   ２．羽根取付け部の構造は第８～１１段が鞍型、第１２～１４段がフォーク型を採用しております。 

   ３．第８～１１段については、低圧タービン（Ｂ）の高圧タービン側および低圧タービン（Ａ）（C）について非破壊検査を実施し、 
ひび割れが発生していないことを確認しています。 

 

１本の羽根が脱落した

高圧タービン 低圧タービン（Ａ） 低圧タービン（Ｂ） 低圧タービン（Ｃ） 発電機 
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原因調査のため点検した範囲 

＊１ 疲労破面において観察される模様で、砂浜に残る波跡に似ているためビーチマークと呼ばれます。これから、 
き裂伝播方向や進展の履歴を知ることができます。 

＊２ 疲労破面において電子顕微鏡レベルで観察されるすじ模様で、き裂進展方向に対して直角に並んでいます。 

高
サ
イ
ク
ル
疲
労
発
生

(定常負荷時) 
流体解析による抽気の影響検討、実

機ﾃﾞｰﾀ評価による給水加熱器内圧の変
動影響検討 

(低負荷・負荷変動時) 
流体解析による過渡試験時の影響検

討、縮小ﾓﾃﾞﾙﾀｰﾋﾞﾝ試験によるﾗﾝﾀﾞﾑ振
動影響検討 

問題となる事項は認めら
れなかった。 

以下の２つの現象により
振動応力が発生する可能
性がある。 
1.無負荷時および低負荷

時に発生するﾗﾝﾀﾞﾑ振
動 

2.負荷しゃ断時等に発生
するﾌﾗｯｼｭﾊﾞｯｸ現象 

【要 因】 【調 査 方 法】 【調 査 結 果】

振
動
応
力

流体加振力

形状変化

系統変動
高調波 

過去の計測データの分析評価 問題となる事項は認めら
れなかった。 

各部代表寸法測定 問題となる事項は認めら
れなかった。 



ランダム振動とフラッシュバック現象の概要 添付資料－２ 

ランダム振動 
（無負荷時および低負荷時のタービン内の蒸気流の乱れによる流体振動） 

 

ランダム振動は、従来から、主に最終段（第１４段）に発生し、その前段（第１３段）にも発生する

可能性のあることが知られています。 

羽根の周囲の蒸気流は下図のようになり、無負荷時および低負荷時には大きな逆流（渦流＊）

が発生します。今回解析を行った結果、５号機ではタービンの大型化に伴って羽根を長くしており、

第１２段までその影響が及ぶことが分かりました。 

＊発生する渦は時刻とともに半径方向等に動く。 

 

（ランダム振動に関する浜岡４号機と５号機における解析評価結果） 

 

浜岡４号機 
・定格出力  ：１１３７ＭＷ 
・回 転 数  ：１８００ｒｐｍ 
・低圧タービン段数  ： ７～１４段 

浜岡５号機 
・定格出力  ：１３８０ＭＷ 
・回 転 数  ：１８００ｒｐｍ 
・低圧タービン段数  ： ８～１４段 

１００％ 
負荷時 

渦流のない滑らかな流れ 

 
 
 
 
 
 
 

11 段 12 段 13 段  14 段 

渦流のない滑らかな流れ 

 
 
 
 
 
 
 

11 段 12 段 13 段  14 段 

２５％ 
負荷時 

１４段出口に大きな渦流が見られます 

 
 
 
 
 
 
 

11 段 12 段 13 段  14 段 

１４段出口に大きな渦流が見られます 

 
 
 
 
 
 
 

11 段 12 段 13 段  14 段 

５％ 
負荷時 

１４段の動翼根元側に大きな渦流がみられ

るが１２段には渦流は見られません 

 

 
 
 
 
 
 

11 段 12 段 13 段  14 段 

１２段動翼根元側にも大きな渦流が見られ

ます 

 
 
 
 
 
 
 

11 段 12 段 13 段  14 段 

フラッシュバック現象 
（給水加熱器内の高温水が減圧沸騰しタービン内に逆流する現象） 

 

発電機の負荷しゃ断時等にはタービンへ供給される蒸気が急激に減少＊することから、タービン内

の圧力が低下します。このため、給水加熱器内の高温水が減圧沸騰し、蒸気がタービンに高速で逆

流します。これをフラッシュバック現象といいます。この逆流蒸気がタービンの羽根に当たり、振動を

発生させます。 
＊ タービン軸振動過大などタービン保護のための自動停止信号が発信した場合は、蒸気入口弁を急閉させ、タービ

ンへの蒸気供給を止める仕組みになっています。また、送電線事故で発電機負荷が瞬時になくなった場合（負荷し
ゃ断）の場合も同様です。（４号機を除く。）  

 

 

 

 

（フラッシュバックのメカニズム） 

なお、発電機出力の低い状態で負荷しゃ断した場合は、タービンは停止せず、定格回転数を維持するためのわ
ずかな蒸気量を供給する仕組みとなっています。 

①
通常運転中、蒸気はタービンを流れ、復水器で凝縮されます。また、一部の蒸気がタービンの段落途中か

ら給水加熱器（原子炉への供給水を加温する設備）に供給されます。 

② 負荷しゃ断等により、組合せ中間弁(ＣＩＶ)が急閉し、タービンへの流入蒸気が急激に減少します。 

③
流入蒸気がしゃ断される一方、タービン内の蒸気は真空度の高い復水器に引かれるため、タービン内の 

圧力は急速に低下します。 
動翼 動翼 

④ タービン内の圧力と給水加熱器内の圧力が逆転し、給水加熱器からタービンへ蒸気の逆流が発生します。

⑤
蒸気の逆流により、給水加熱器内の圧力が低下し、給水加熱器内の高温水が減圧沸騰し、これにより発生

した蒸気がタービンに高速で逆流します。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

渦流域の開始点 渦流域の開始点 

渦流域の開始点 渦流域の開始点 

静翼 

約 110cm 

静翼 

約 130cm 

HO 
  ①→②CIV 急閉高圧タービンより

13 段、14 段は設計上ラ

ンダム振動を考慮 
13 段、14 段は設計上ラ

ンダム振動を考慮 

 

復水器 

復水器へ 
低圧第１ 
給水加熱器 

原子炉へ 

復水ポンプ 給水ポンプ 

④ 
逆流 

第
３
抽
気
管 

第
４
抽
気
管 

第
５
抽
気
管 

第
６
抽
気
管 

組合せ中間弁
（ＣＩＶ） 

③タービン
内圧減 

⑤ 

浜岡４号機は、第５抽気管
を第１１段手前から取出して
おり、第１２段羽根へのフラッ
シュバックの影響は小さい。

 
第５抽気管取り出し位置 

浜岡４号機：第１１段手前 
浜岡５号機：第１２段手前 
 

第６抽気管取り出し位置 
浜岡４号機：第１３段手前 
浜岡５号機：第１３段手前 

低圧第２ 
給水加熱器 

低圧第３
給水加熱器 

低圧第４
給水加熱器 

復水器へ 

④ 
逆流

④ 
逆流  

⑤ 
14 段 13 段 12 段 



参考資料 
浜岡５号機の運転履歴と破面観察結果（ビーチマーク）について 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ランダム振動が発

生する機会 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

フラッシュバック現

象が発生する機会         ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

  
 

負荷 50% 
負荷 75% 

   第１２段羽根の根元取り付け部（フォーク）のビーチマーク観察結果  

 

赤線：ビーチマーク 

ピン穴 

※本写真は、説明のために、実際のものから縦横比を変えてあります。 

◆運転履歴 

<運転パターン> 

回
転

数
と

負
荷

 回転数 

負荷 20% 負荷 20% 負荷 20% 

負荷 50% 負荷 50% 

負荷 100% 負荷 100% 

負荷 30% 

負荷 100% 負荷 100% 負荷 100% 

負荷 20% 

負荷 100% 

①～②：タービンが運転を開始しても発電機が解列している状態（発電していない

状態）で無負荷状態といいます。 

②～③：発電機は並列（発電している状態）していますが、負荷上昇する前の状態

で低負荷状態といいます。 

負荷 20% 負荷 20% 負荷 20% 負荷 20% 

◆破面観察結果 

④：通常発電を停止する場合は、発電機負荷を徐々に低下させて最終的に発電

機を解列します。（フラッシュバック現象は発生しません） 

⑤：負荷しゃ断試験等を実施する場合は、所定の発電機負荷から、瞬時に発電機

を解列します。（フラッシュバック現象が発生します） 

⑤～⑥：発電機が解列した後もタービンが運転を継続している状態で無負荷状態

といいます。 

 

    

７５％負荷段階試験 

２０％負荷段階試験 ５０％負荷段階試験 １００％負荷段階試験 

 
営 業 運 転 

 試   験   運   転 

20% 

60% 

100% 
80% 

40% 

0% 

タ
ー
ビ
ン
回
転
数
（
％
） 

発
電
機
負
荷
（
％
） 

運転パターンの例 
タービン回転数 

発電機負荷 

無負荷 

低負荷 

負荷しゃ断 

通常停止 ビーチマーク（写真赤線）は、疲

労き裂の進展の過程で、作用

応力や環境等、き裂の進展速

度に影響を及ぼす何らかの条

件変化が生じた場合に形成さ

れます。 

タービン運転日数     １日未満   約２日    約８日    約２日    １日未満    約２日     約３日      １日未満   約１６日   約２日    約２日    約１７日  約３５日     約１７日     約２日   約２１日   約５日    約４０４日  １日未満   約８９日 

負荷 50% 
負荷 75% 

ランダム振動の発生しうる運転領域 

フラッシュバック 
現象発生 

①ランダム振動は、無負荷時および低負荷時に発生するため、プラントの起動または停止の操作を行う際には常に発生します。一方、フラッシュバック現象は負荷しゃ断の際に発生します｡ 
浜岡５号機の試験運転および営業運転における運転履歴を調査し、これらの事象が発生する機会を整理しました。 

④ 

無負荷 

⑤ ⑥ ② ③ ① 

②現在、破面に残された模様（ビーチマーク）と運転履歴との関連について詳細な確認を行っています。


